
１．政令指定都市と畜料金（令和６年７月時点） （単位：円、消費税込）

牛 豚 牛 豚 牛 豚

宮城県 仙台市 3,216 936 6,365 1,153 9,581 2,089

埼玉県 さいたま市 4,206 853 4,840 1,210 9,046 2,063

神奈川県 横浜市 1,650 382 6,050 1,100 7,700 1,482

新潟県 新潟市 2,367 576 7,800 1,892 10,167 2,468

静岡県 浜松市 2,348 960 3,300 1,010 5,648 1,970

愛知県 名古屋市 2,420 792 4,950 1,100 7,370 1,892

京都府 京都市 2,528 743 6,600 1,320 9,128 2,063

大阪府 大阪市 7,700 1,716 7,700 1,716

兵庫県 神戸市 1,816 748 6,600 1,320 8,416 2,068

広島県 広島市 4,432 1,334 4,432 1,334

北九州市 3,588 1,410 6,402 1,265 9,990 2,675

福岡市 2,166 936 4,961 1,090 7,127 2,026

　※1　と畜場なし：札幌市、千葉市、川崎市、相模原市、静岡市、堺市、岡山市、熊本市

　※2　市場なし：新潟市、北九州市　　他は浜松市（地方卸売市場）を除き中央卸売市場

２．と畜料金の分布（令和５年４月１日現在）

（１）牛 （２）豚

　※　「と畜料金」とは、「と畜解体料」と「と畜場使用料」の合計をいう。

出典：「と畜・食鳥検査等に関する実態調査の結果について」(令和5年8月3日薬生食監発0803第2号厚生労働
省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)より抜粋

政令市
施設使用料 と畜解体料 施設使用料＋解体料

福岡県

と畜場料金比較
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(A) (B) (C)

他会計繰入金
（千円）※1

人口※2

(A)を人口10万人
あたりに換算した
もの（千円）

さいたま市 さいたま市と畜場 129,382 1,324,025 9,772

横浜市 横浜市中央と畜場 2,334,349 3,777,491 61,796

新潟市 新潟市食肉センター 131,366 789,275 16,644

浜松市 浜松市と畜場 154,411 790,718 19,528

名古屋市 名古屋市南部と畜場 734,535 2,332,176 31,496

京都市 京都市と畜場 312,538 1,463,723 21,352

神戸市 神戸市立食肉センター 418,970 1,525,152 27,471

広島市 広島市と畜場 810,935 1,200,754 67,535

北九州市 北九州市立食肉センター 160,706 939,029 17,114

※１　【総務省】令和4年度地方公営企業年鑑　第3章　事業別　１０．と畜場事業　１．個表　（２）歳入歳出決
算に関する調（法非適用企業）中の「１.収益的収支のうち他会計繰入金」と「２.資本的収支のうち他会計補
助金」の合計値

政令市 と畜場名

※２　令和2年国勢調査（確定値）

と畜場事業への他会計繰入金比較
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自治体等
年度

経緯 効果等

岐阜県
関市

R3
民営化

・H24.5以降は、市内生産者からの豚の
搬入がなく、H30、31に発生した豚熱の
影響により、市内に養豚農家もない状況
となった。
・管理経費についても、公債費、修繕
料、光熱費などの経費として、直近５年
間の平均で約2,200万円を一般会計から
補填していた。
・このような状況から、この先も関市が
管理運営を続けていくことの妥当性は乏
しく、公共施設としての役割は果たした
ものと考え、中濃ミート事業協同組合へ
の売却を進めた。

・更新した機器の耐用年数に当たる10年
間は基本的に事業を継続してもらうこと
になっている。
・売却に当たっては、土地、建物の不動
産鑑定を行い、土地価格は２億4,700万
円、建物価格はゼロ円で、合計２億
4,700万円。
・この金額から建物の改修費3,135万円
と機器の更新費など9,471万3,300円を合
わせた１億2,606万3,300円を控除し、譲
渡価格は１億2,093万6,700円。

青森県
十和田地区食
肉処理事務組

合

R3
民営化

・施設の老朽化等により、高度な衛生管
理に対応できる運営が困難となった。
・HACCPに対応した先進的な食肉セン
ターの整備を行うため、H28に指定管理
者制度導入、R3に当事務組合を解散し、
民間企業に無償譲渡した。

●詳細は、別紙総務省資料参照

・指定管理の初年度から経費削減の結
果、黒字となった。
・伊藤ハム㈱が指定管理者となり、採算
に見合う処理頭数を確実に確保できた。
・民間企業に譲渡することで、衛生管理
のノウハウの導入や先進的な施設整備が
可能となった。
●詳細は、別紙総務省資料参照

長野県
佐久広域連合

R2
廃止

・処理頭数の減少と施設の老朽化等によ
る赤字経営が続いていた状況から今後の
事業継続は困難と判断し、事業を廃止し
た。

・効果額：一般会計繰入金（赤字補填
分）：62,660千円（R2）（累計：
789,693千円（H15～R2））が事業廃止に
より、無くなった。

新潟県
長岡市

H31
民営化

・H14に市が、完全民営化の方針を決
定。
・その後、利用者との調整が進まないこ
となどから、民営化されたあとの経営戦
略や業界再編を固めるためには、一定の
猶予期間が必要と判断し、H26から指定
管理者制度を導入、H31に民営化となっ
た。
●詳細は、別紙総務省資料参照

・指定管理を導入し、運営コストが導入
前と比較して、８～９百万円縮減でき
た。
・利用業者の満足度調査でも市営時に比
べて対応が良くなったという声が多い。

●詳細は、別紙総務省資料参照

熊本市
H27
廃止

・施設の老朽化や処理頭数の減少もあ
り、毎年数億円の赤字を出している状況
であった。
・H15から今後のあり方の検討を開始
し、H17に「現地改造・新築」は困難と
判断。
・その後、民間と畜場にと畜機能を移転
する交渉を続け、県北と県南のと畜場と
合意を得たため、H27年度に廃止。
●詳細は、別紙総務省資料参照

・と畜機能移転により、最新鋭のと畜場
で処理され、これまで以上に安全で衛生
的な食肉の供給が可能となった。
・市の財政的な負担が解消された。

●詳細は、別紙総務省資料参照

他都市の民営化及び廃止の事例
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愛知県
豊田市

H27
民営化

・市内畜産農家の減少によると畜頭数の
減少、市内食肉供給割合の減少で公設公
営、一般会計の繰出金頼みで運営する目
的意義が低下。
・H20に市と関係者の運営委員会におい
て将来の方向性が検討され、民営化の方
針がまとまる。
・H23に牛のと畜を廃止、H24に指定管理
者制度を導入し、H27に民営化。
●詳細は、別紙総務省資料参照

・豚の集荷に基づいた柔軟な開設日等の
設定、健全運営を前提とした投資など、
と畜場のサービス向上・安定した経営が
図られている。
・市の負担は、民営化前は約５千万円/
年だったが、民営化後は約２千万円/年
（大規模修繕に係る補助金など）に減
少。

●詳細は、別紙総務省資料参照

山口県
周南市

H26
廃止

・S50に周南市（徳山市・新南陽市）、
下松市、光市からなる一部事務組合とし
て設立された。
・食肉の流通や社会経済情勢の変化から
利用が激減し、廃止案が提案され、
H23.3.31にセンター利用を停止、
H26.3.31に組合解散となる。

・センター廃止時に利用していた者への
支援として実績に応じて交付金を支給、
廃止後新たなと殺場に係る経費とセン
ター利用時にかかっていた差額を3年間
交付
・1頭あたりの基準額　23,000円

青森県
三沢市

H18
指定管理

・一次産業（養豚）の発展や地域の雇用
維持のため必要な施設である一方、電気
料高騰等に伴い経費削減に取り組む必要
があった。
・これらの課題を解決するため、H18よ
り指定管理者制度を導入。

●詳細は、別紙総務省資料参照

・施設管理費を約1億円/年削減。
・H27に安全で高品質な食品を意味する
SQFを取得、生産者の出荷量増加につな
がる。
・H30にHACCP手法を取り入れ、全国トッ
プクラスの食肉衛生基地となった。
●詳細は、別紙総務省資料参照

熊本県
八代市

H11
廃止

・H9年の「と畜場法」の改正により、衛
生面での基準が厳しくなった 。法改正
と、施設の老朽化にあわせて改修又は新
築での整備が必要になった。
・H11に実施した調査により改修での対
応は困難であること。また 、新築では
多額の建設費用が必要なことが明らかと
なった。
・市は経費の負担と使用手数料等につい
て施設の利用者である組合と協議を重ね
たが、新築による運営は困難との結論に
達した。
・改正と畜場法の適用猶予期間である
H12.3.31をもってと畜業務を廃止した。

・八代市が廃止に伴い負担した費用：３
億1,209万5,000円（利用者等への支援
金）
・業務廃止に伴い、別の食肉センターを
利用することとなることから、そのため
に必要となる施設整備等に要する費用の
支援を行った。

※上記は、総務省資料の内容からインターネットの情報を基に時点修正したものも含まれる。
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出典：総務省ＨＰ「地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集」
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